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「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出

に関する手続の取扱いについて」の正誤表の送付について 

 

 

令和８年３月 31 日付け障精発 0331 第４号「基本診療料及び医療観察精神科

専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」につきまし

て、一部に誤植等がありましたので別紙のとおり正誤表を送付いたします。 

 



（別紙） 

○「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」 

（令和８年３月 31 日付け障精発 0331 第４号）の正誤表 

 

正 誤 

記 

 

第３ 施設基準 

１ 医療観察法病棟入院料 

18 外来・在宅ベースアップ評価料に関する施設基準 

(２) 届出に関する事項 

外来・在宅ベースアップ評価料に関する施設基準の届出については、指定通

院医療機関と同一の保険医療機関において、医科診療報酬点数表第２章第 14

部第１節Ｏ００１に掲げる外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び医科診

療報酬点数表第２章第 14 部第１節Ｏ００２に掲げる外来・在宅ベースアップ

評価料（Ⅱ）の届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。 

記 

 

第３ 施設基準 

１ 医療観察法病棟入院料 

18 外来・在宅ベースアップ評価料に関する施設基準 

(２) 届出に関する事項 

外来・在宅ベースアップ評価料に関する施設基準の届出については、指定入

院医療機関と同一の保険医療機関において、医科診療報酬点数表第２章第 14

部第１節Ｏ００１に掲げる外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び医科診

療報酬点数表第２章第 14 部第１節Ｏ００２に掲げる外来・在宅ベースアップ

評価料（Ⅱ）の届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。 

 



 

 


